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620円 1,340円
300円 660円
620円 1,340円

1,560円 3,420円
3,120円 6,840円
1,880円 4,180円
1,560円 3,420円音楽室 930円 930円

大研修室 1,150円 1,150円
その他 1,860円 1,860円

体育室
スポーツ 930円 930円

第３研修室 360円 360円
第２研修室 180円 180円
第１研修室 360円 360円

9：00～12：00 13：00～16：00

○専用使用

時間

区分

午前 午後 夜間 全日

改正後

小 ・ 中 学
生

200円

青年 400円
一般 600円

1回　20円

1回　40円
1回　60円

体育室

小・中学生

青年
一般

○個人使用

区分 普通使用券 回数使用券

運動広場 1,460円 日没から午後９時まで

区分 照明使用料 時間

○照明設備を使用する場合

区分 小・中学 青年 一般
団体 70円 180円 300円
その他 100円 300円 460円

○宿泊施設を使用する場合（１人１泊
につき）

個人使用の料金改正はありません。

　新料金

1日より改定します

ひなまつりのつどい　平成２５年２月 2４日　撮影

改定後

  

　いつも、当センターのご利用いただきありがとうございます。　

　豊橋市青少年センターは、昭和 53 年以来複合型施設として同敷地内に中央棟、研修棟、宿泊棟が

設置されており、毎年多くの方々にスポーツや文化活動の場として利用していただいております。

　このたび豊橋市では消費税率の改定に伴い、当センターの使用料を 4月 1日より改定します。引き

続き皆様に親しまれ、魅力のある施設となるよう努めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願い

致します。

消費税率改定により
　　当センターの使用料を

４月１日より改定します。

新料金の適用日
　平成２６年４月 1日（火）以後の料金支払いから

運動広場の夜間使用を４月より再開します。



青少年センターからの

お 知 ら せ

休館日 ココニコ：ここにこサークル

三味線　：わくわく体験クラブ

　　　　　「楽しく覚える三味線講座」

　　

　

　　　

豊橋市青少年センター
　　　センター長

ココ二コ

ココ二コ

三味線

三味線

横山　辰夫

お願い
使用後はグラウンド整備をしてください。

3月カレンダー

運動広場の夜間使用を４月より

再開します。

豊橋市
ユース・レクリエーション・
リーダー派遣制度のご案内

　　               　　　【さくらさく！ 】
    
  　  国公立大学の合格発表まであと数日、受験された
   学生さんの本当の正月はまだ来ていませんが…
　当センターの図書室で日々試験勉強された学生さんにも
   「さくらさく」一報が届きますように！
　梅の花から桜の花へ、暖かな日差しが新芽を育んで
   います。春を迎え、当センターもロビーの展示物配置など
  リニューアルを致しました。来館して、気持ちよかったと
  お声をいただけるよう、職員一同取り組んでおります。

    

　ユース・レクリエーション・リーダー派遣制度
とは、各団体からの派遣申請に基づき会員のレク
リエーション指導者（レク・リーダー）がイベン
トの企画、ゲーム等の指導や助言を行う制度です。

　　　　
●日時　：随時受付中
●対象　：市内の少年団体・地域のグループなど
●内容　：非営利目的のレクリエーション活動
　　　　　（クリスマス会など）の企画・運営・進行の
　　　　　お手伝い。
●費用　：無料
●申込み：事業（イベント）実施の１か月前までに、派遣
　　　　　申請書（※）の提出が必要です。事務局で受付
　　　　　後、内容の打合せを行います。
●問合せ：ユース・レクリエーション事務局
　　　　　（牟呂町字東里 26　豊橋市青少年センター内）
　　　　　ＴＥＬ：0532-46-8925　FAX：0532-46-8975
　　　　　　※派遣申請書は青少年センター事務局又は、
　　　　　　　　　　市役所生涯学習課に設置。
　　　　　

　昨年の１１月より休止しておりました運動広場
の夜間使用を４月 1日より再開します。
多くの団体のご利用をお待ちしております。

　　運動広場夜間利用についてのご案内

●対象　　：団体・グループに限ります。（５人以上）
　　　　　　（個人使用はできません。）
●利用方法：事前の予約が必要です。
　　　　　　（利用する日の５日前までに）
●注意事項：敷地内での飲酒、喫煙は禁止
●使用料　：　1,460 円（改定価格）
●利用時間：午後 5時～午後 9時まで。

派遣制度をご活用下さい
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